
令和５年６月１日改訂　各工事仕様書　新旧対照表
○建築解体工事仕様書

章 改訂前 改訂後 備考

Ⅱ　工 事 仕 様
　１　共　通　事　項

　(1)図面及び特記事項に記載されていない事項は、すべて
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築物解体工事共通
仕様書　平成31年版」（以下「解体共通仕様書」という）
による。
　ただし、解体共通仕様書に規定されている項目以外は、
「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）平成31年版〔平
成３１年４月改定〕」（以下「標準仕様書」という）、
「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成31年版
〔平成３１年４月改定〕」（以下「改修標準仕様書」とい
う）、「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）
平成３１年版」（以下「電気改修標準仕様書」という）、
「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）平成３
１年版」（以下「機械改修標準仕様書」という）による。
(2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合、電
気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの工事仕様書を適
用する。

　(1)図面及び特記事項に記載されていない事項は、すべて
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築物解体工事共通
仕様書　令和４年版」（以下「解体共通仕様書」という）
による。
　ただし、解体共通仕様書に規定されている項目以外は、
「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和４年版」
（以下「標準仕様書」という）、「公共建築改修工事標準
仕様書（建築工事編）令和４年版」（以下「改修標準仕様
書」という）、「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備
工事編）令和４年版」（以下「電気改修標準仕様書」とい
う）、「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）
令和４年版」（以下「機械改修標準仕様書」という）によ
る。
（以下削除）

最新の改訂年月日に修正。

第3章

３　杭
　（3.9.2)

・ 解体　（・ 引抜き工法　　・ 破砕撤去工法）
・ 残置　　図示による

・ 解体する　（・ 引抜き工法　　・ 破砕撤去工法）
・ 解体しない

書きぶりを修正。

４　構内舗装、樹木等
　　(3.11.1)

樹木等の撤去　＊ 伐採及び抜根
　　　　　　　・ 移植又は残置　図示による

舗装の路盤の解体　・　行う　・　行わない
樹木等の撤去　＊ 伐採及び抜根
　　　　　　　・ 移植又は残置　図示による

舗装の路盤の解体について追記

第5章

１　施工計画調査
　　(5.1.2) 空白

・　塗膜塗料に含まれる有害物質
　　現場にてサンプルを採取し、分析を行う。
　　有害物質の種類　　・ＰＣＢ　　・鉛　　・クロム
　　　採取場所（　　　　　　　　　　　　　）
　　　採取箇所数（　　　　　）

鋼構造塗膜塗料に含まれる有害物質の検査項目について追
記。



第6章

2　調　査

分析調査　・ 行う（対象は図示による）・ 行わない
分析方法　・JIS　A 1481-1
　　　　　・

分析調査箇所と方法について、詳細に記載できるよう、項
目を追記。

３　石綿粉じん濃度
　　測定
　　（6.1.3）

追記。



４　石綿含有吹付け材
　　の除去

（6.3.1～3）

除去対象範囲　　＊ 図示による
除去工法　　　　＊ 解体共通仕様書6.3.2(1)による
飛散防止　　＊ 密封処理（＊ 湿潤化・ セメント固化）
処分　・ 埋立処分(管理型最終処分場)
　　　・ 中間処理(溶融施設)

・石綿含有吹付け材の除去
　　除去範囲　　＊ 図示　　・
　　除去工法　　＊ 解体共通仕様書6.3.2(1)による
　　除去した石綿含有吹付け材の飛散防止措置
　　　＊ 湿潤化　・ 固形化
　　除去した石綿含有吹付け材等の処分
　　　・ 埋立処分（管理型最終処分場）
　　　・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

追記。

５　石綿含有保温材等
　　の除去
（6.４.1～4）

除去対象範囲　　＊ 図示による
作業場の隔離　　・行う　・ 行わない
処分
・ 埋立処分(管理型最終処分場)　・ 中間処理(溶融施設)

・石綿含保温材等の除去
　　除去範囲　　＊ 図示　　・
　　除去工法　　＊ 原形のまま、手ばらし
　　　　　　　　・ 破砕して除去
　　除去した石綿含有吹保温材等の処分
　　　・ 埋立処分（管理型最終処分場）
　　　・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）
・石綿含保温材等の除去
　　除去範囲　　＊ 図示　　・
　　除去工法　　＊ 原形のまま、手ばらし
　　　　　　　　・ 破砕して除去
　　除去した石綿含有吹保温材等の処分
　　　・ 埋立処分（管理型最終処分場）
　　　・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

追記。



６　石綿含有成形板
　　の除去
（6.5.1～4）

除去対象範囲　　＊ 図示による
作業場の隔離　　・行う　・ 行わない
処分
・ 埋立処分(管理型最終処分場)　・ 中間処理(溶融施設)

・石綿含成形板（石綿含有けい酸カルシウム板第１種以
外）の除去
　　除去範囲　　＊ 図示　　・
　　除去した石綿含有吹保温材等の処分
　　　・ 石綿含有せっこうボード
　　　　＊ 埋立処分（管理型最終処分場）
　　　・ 石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板
　　　　　・ 埋立処分（安定型最終処分場）
　　　　　・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）
・石綿含成形板（石綿含有けい酸カルシウム板第１種）の
除去
　　除去範囲　　＊ 図示　　・
　　養生方法　　・
　　除去した石綿含有吹保温材等の処分
　　　・ 石綿含有せっこうボード
　　　　　＊ 埋立処分（管理型最終処分場）
　　　・ 石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板
　　　　　・ 埋立処分（安定型最終処分場）
　　　　　・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

追記。



・石綿含仕上塗材又は石綿含有成形板（下地調整材）の除
去
下記以外は、解体共通仕様書6.1、6.2.1～6.2.4及び6.2.6

による
　除去工法
　・
　＊ 石綿障害予防規則（平成十七年二月二十 四日厚生労
働省令第二十一号）第６条による措置と同等以上の効果を
有する措置とされる工法
　・ 集じん装置併用手工具ケレン工法
・ 集じん装置付き高圧水洗工法（15MPa以 下、30～

50MPa程度）
　・ 集じん装置付き超高圧水洗工法（100MPa以上）
　・ 超音波ケレン工法(HEPAフィルター付き掃除機併用）
　・ 剥離剤併用手工具ケレン工法
・ 剥離剤併用高圧水洗工法（30～50MPa程度）

　・ 剥離剤併用超高圧水洗工法（100MPa程 度）
　・ 剥離剤併用超音波ケレン工法
　・ 集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法

除去対象範囲　* 図示
　　作業場の隔離　* 行わない　・ 行う
　　試験施工　　　* 行わない　・ 行う
　　除去した石綿含有仕上塗材の処分
　　　　　　　・ 埋立処分（安定型最終処分場）
　　　　　　　・ 埋立処分（管理型最終処分場）
　　　　　　　・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施
　　　　　　　　 設）
　　除去した石綿含有仕上塗材の保管、運搬及び処分
　　　　　　　＊ 解体共通仕様書6.3.3による
　　　　　　　・ 確認及び後片付け
　　　　　　　* 解体共通仕様書6.3.4の(ｱ)、(ｲ)、(ｳ)及び
　　　　　　　　(ｶ)による

７　石綿含有仕上塗材
　　の除去
（6.6.1～５）

標準仕様書の改定にともない新設。（新設）



○建築工事仕様書
章 改訂前 改訂後 備考

　１　共　通　事　項
Ⅱ　工 事 仕 様

図面及び特記事項に記載されていない事項は、すべて国土
交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書
（建築工事編）平成31年版〔平成31年4月25日改定〕」
（以下「標準仕様書」という）による。ただし、改修工事
に関しては「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）
平成31年版〔平成31年4月改定〕」　（以下「改修標準仕
様書」という）による。

図面及び特記事項に記載されていない事項は、すべて国土
交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書
（建築工事編）令和４年版〔令和４年３月改定〕」（以下
「標準仕様書」という）による。ただし、改修工事に関し
ては「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）令和４
年版〔令和４年３月改定〕」　（以下「改修標準仕様書」
という）による。

最新の改訂年月日に修正。

１．適用基準等
・建築工事標準詳細図（平成２８年度版）国土交通省大臣
官房営繕部監修

・建築工事標準詳細図（令和４年度版）国土交通省大臣官
房営繕部監修

最新の改訂年月日に修正。

８．交通安全管理 取扱いは平成19年4月26日付技第26号による
取扱いは「建築工事における交通誘導員当の取り扱い基
準」（営繕課HP掲載）による

取扱いがHPで公表されていなかったため営繕課HPに掲載
することとして、その旨を記載する。

第２章以降

２．仮設工事以降
国土交通省が作成している特記仕様書と同様の書きぶりに修正。

（令和５年１月１１日付営第636号により意見照会済）



○建築改修工事仕様書
章 改訂前 改訂後 備考

　１　共　通　事　項
Ⅱ　工 事 仕 様

図面及び特記事項に記載されていない事項は、すべて国土
交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築改修工事標準仕様書
（建築工事編）平成31年版〔平成31年4月改定〕」（以下
「改修標準仕様書」という）による。ただし、改修標準仕
様書に規定されている項目以外は「公共建築工事標準仕様
書（建築工事編）平成31年版〔平成31年4月改定〕」
（以下「標準仕様書」という）による。

図面及び特記事項に記載されていない事項は、すべて国土
交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築改修工事標準仕様書
（建築工事編）令和４年版〔令和４年3月改定〕」（以下
「改修標準仕様書」という）による。ただし、改修標準仕
様書に規定されている項目以外は「公共建築工事標準仕様
書（建築工事編）令和４年版〔令和４年3月改定〕」
（以下「標準仕様書」という）による。

最新の改訂年月日に修正。

7.発生材の処理 追記

８．交通安全管理 取扱いは平成19年4月26日付技第26号による
取扱いは「建築工事における交通誘導員当の取り扱い基
準」（営繕課HP掲載）による

取扱いがHPで公表されていなかったため営繕課HPに掲載
することとして、その旨を記載する。



22.施工計画調査

・ ＰＣＢを含む可能性のある機器類
現場にてサンプルを採取し、含有の有無を分析する。
採取場所　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
採取機器　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
採取箇所数　（　　　　　）
・ 廃油の種別
現場にてサンプルを採取し、分析を行う。
採取場所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
採取箇所数　部材が異なる毎に１箇所
・ 廃酸又は廃アルカリの種別
現場にてサンプルを採取し、分析を行う。
採取場所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
採取箇所数　部材が異なる毎に１箇所
・ダイオキシン類
現場にてサンプルを採取し、分析を行う。
採取場所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
採取箇所数　（　　　　　）
・塗膜塗料に含まれる有害物質
現場にてサンプルを採取し、分析を行う。
有害物質の種類　　・ＰＣＢ　　・鉛　　・クロム
採取場所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
採取箇所数　（　　　　　）

工事で分析を行う可能性があるため。

第２章以降

２．仮設工事以降
国土交通省が作成している特記仕様書と同様の書きぶりに修正。

（令和５年１月１１日付営第636号により意見照会済）



○電気設備工事仕様書
章 改訂前 改訂後 備考

　１　共　通　事　項
Ⅱ　工 事 仕 様

　(1)図面及び特記事項に記載されていない事項は、すべて
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準
仕様書（機械設備工事編）平成３１年版」（以下「標準仕
様書」という）及び「公共建築設備工事標準図（機械設備
工事編）平成３１年版」による。
ただし、改修工事に関しては「公共建築改修工事標準仕様
書（機械設備工事編）令和３１年版」（以下「改修標準仕
様書」という）による。

　(1)図面及び特記事項に記載されていない事項は、すべて
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準
仕様書（機械設備工事編）令和４年版」（以下「標準仕様
書」という）及び「公共建築設備工事標準図（機械設備工
事編）令和４年版」による。
ただし、改修工事に関しては「公共建築改修工事標準仕様
書（機械設備工事編）令和４年版」（以下「改修標準仕様
書」という）による。

最新の改訂年月日に修正。

１．一般共通事項
３．環境への配慮

本工事において、国等による環境物品等の調達の推進等に
関する法律（平成１２年法律第１００号）に基づく、「環
境物品等の調達の推進に関する基本方針（平成３１年２月
８日変更閣議決定）」に定める特定調達品目の分野「公共
工事」の品目を調達する場合は、判断の基準を満たすもの
とする。

本工事において、国等による環境物品等の調達の推進等に
関する法律（平成１２年法律第１００号）に基づく、「環
境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和５年２月２
５日変更閣議決定）」に定める特定調達品目の分野「公共
工事」の品目を調達する場合は、判断の基準を満たすもの
とする。

閣議決定日の変更。

各項目の単位 ＫＶＡ ｋＶＡ 表記の修正。
１．一般共通事項
７．現場事務所

・設置できない 建築、機械の記載と統一。（追記）

１．一般共通事項
９．発生材の処理

品目

　・アスベスト含有設備資機材

・アスベスト含有設備資機材は関係法令等に従い適切に処
理する。
・撤去するアスベスト含有設備資機材は機器の製造年、品
番等を確認しアスベスト含有分析の要否を判定する。

品目

　・石綿含有建材

・石綿含有建材は関係法令等に従い適切に処理する。
・撤去する石綿含有建材は機器の製造年、品番等を確認し
石綿含有分析の要否を判定する。

名称を「石綿」に統一。



１．一般共通事項
１０．交通安全管理

（注）交通誘導員Ａ、Ｂは警備業法に定める警備員とし、
交通整理員については資格を問わない。
取り扱いは平成１９年４月２６日付技第２６号による

（注）交通誘導員Ａ、Ｂは警備業法に定める警備員とし、
交通整理員については資格を問わない。
取扱いは「建築工事における交通誘導員等の取扱い基準」
（営繕課HP掲載）による

取り扱い内容について営繕課ホームページに掲載とする内
容に修正。

１．一般共通事項
１３．保全に関する資料

書類名

主要機器製造者一覧

建築物等の利用に関する説明書（電子データ共（ＣＤ－Ｒ
等））

（削除）

機器性能試験成績書

建築物等の利用に関する説明書の電子データ（ＣＤ－Ｒ
等）

建築、機械の記載と統一。（削除と追記）

設計用標準水平震度

重要機器は次のものを示す。
　・交換機

設計用標準水平震度（Ｋｓ）

重要機器は次のものを示す。
　・電話交換機

機械の表記と統一。
交換機に「電話」を追記。

３）あと施工アンカーの引き抜き試験
対象機器は重要機器及び一般機器とする。
試験本数は対象機器１台につき、３本とする。
試験箇所は監督職員の指示による。

１７．あと施工アンカーの内容を追記。
試験本数を１本⇒３本とする。

（注）機器重量が１ｋＮを以下の機器は使用するアンカー
メーカーの強度試験資料を監督職員に提出し承諾をうける
こと。

機械の記載と統一。（追記）

１．一般共通事項
１６．耐震施工

呼び径が８２㎜以下の単独配管、幅４００㎜未満のケーブ
ルラック
周長８００㎜以下の金属ダクト、幅４００㎜以下の集合配
管
吊り材の長さが平均０．２ｍ以下の配管配線等

（a）呼び径が８２㎜以下の単独配管
（b）周長８００㎜以下の金属ダクト、幅４００mm未満の
ケーブルラック及び幅４００mm以下の集合配管
（c）定格電流６００A以下のバスダクト
（d）つり材の長さが平均０．２ｍ以下の配管配線等

表記の修正。
「定格電流６００A以下のバスダクト」の追記。

１．一般共通事項
（旧）１７．あと施工ア
ンカー

試験方法は引張試験機による引張試験とする。
確認強度は対象機器ごとのあと施工アンカー１本に作用す
る引抜き力以上とする。
試験箇所数は、特定の施設かつ重要な機器の場合は全数と
し、その他の機器は１つの機器に対し１本以上とし、監督
職員の指示による。
また、試験箇所は監督職員の指示による。

（削除）
１５．耐震措置へ追記。

１．一般共通事項
１５．耐震措置



・別途工事 ・別途建築工事 全項目に「建築」を追記。
梁・壁・床貫通部の補強及びスリーブ
　補強　　　　　・ 本工事　　　・ 別途工事
　スリーブ　　     ・ 本工事　 　 ・ 別途工事

梁・壁・床貫通部の補強
　補強　　　　　・ 本工事　　　・ 別途建築工事 他工事で行うことが無いため、スリーブの内容を削除。

照明器具、幹線等の吊りボルト用インサート
　インサート　　・ 本工事　　　・ 別途工事

（削除） 他工事で行うことが無いため、内容を削除。

１．一般共通事項
３１．足場

本工事で設置する。
・ 内部足場（　　　　　種）
・ 外部足場（　　　　　種）

「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労働省平
成２１年４月策定）」による。
・ 本工事で設置する
外部足場
・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種　・ Ｄ種　・ Ｅ種　・ Ｆ種
・ Ｇ種
内部足場
・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種　・ Ｄ種　・ Ｅ種　・ Ｆ種

・ 建築工事設置の足場を利用

建築の表記と統一。

「建設発生土の処分」の表記を削除。

２）建設発生土の処理　現場説明書による

２）建設発生土の処理
　　・ 構内指定場所に敷ならし
　　・ 構内指定場所に堆積
　　・ 現場説明書による

建築の表記と統一。（追記）

１．一般共通事項
３２．土工事
　建設発生土の処分

建築の表記と統一。（削除）

１．一般共通事項
４１．事前調査等

・分析調査（定性分析）を行い、結果を報告する。
　・ 試料採取箇所（　　　　）　試料数（　　　）
　・ 図示による

建築の表記と統一。（追記）

１．一般共通事項
４２．施工計画調査

分析調査
・　塗膜塗料に含まれる有害物質
　　現場にてサンプルを採取し、分析を行う。
　　　有害物質の種類　・ＰＣＢ　・鉛　・クロム
　　　採取場所（　　　　　　　　　　　）
    　　採取箇所数　（　　　　　）

塗膜塗料にＰＣＢ等が含まれている可能性があるため、有
害物質の種類、採取場所と採取箇所数の記載を追加。

１．一般共通事項
４４．木製安全施設製品

（注）取り扱いは平成２５年３月８日付営第９４５号によ
る

建築、機械の記載と統一。（追記）

１．一般共通事項
１７．他工事との取合

１．一般共通事項
３２．土工事

　建設発生土の処分



３．電力貯蔵設備
Ｂ　交流無停電電源装置
（ＵＰＳ）

１．形　式
　　・ ＵＰＳ　　・ 簡易形

１．方　式
　　・ 常時インバータ給電方式（・ 簡易型）
　　・ ラインインタラクティブ方式
　　・ 常時商用給電方式

形式から方式へ記載内容変更。

１８．屋外設備
　２　埋設標

標準図（電力７５）により設置する。 標準図（電力６９）により設置する。 標準図改定に伴う記載ページ変更。

１８．屋外設備
　４　地中埋設深さ

・ ＧＬ－６００㎜（ ）
・ ＧＬ－３００㎜（ ）

ただし、舗装のある場合は、上記によらず路盤下より３０
０mmとする。
埋設深さは、地表面又は路盤下より配管上端までとする。

・ ＧＬ－６００㎜（ ）
・ ＧＬ－３００㎜（ ）

ただし、舗装のある場合は、上記によらず舗装下面から３
００mm以上とする。
埋設深さは、地表面又は路盤下より配管上端までとする。

表記を「路盤下」から「舗装下面」へ変更。

○機械設備工事仕様書
章 改訂前 改訂後 備考

　１　共　通　事　項
Ⅱ　工 事 仕 様

　(1)図面及び特記事項に記載されていない事項は、すべて
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準
仕様書（機械設備工事編）平成３１年版」（以下「標準仕
様書」という）及び「公共建築設備工事標準図（機械設備
工事編）平成３１年版」による。
ただし、改修工事に関しては「公共建築改修工事標準仕様
書（機械設備工事編）令和３１年版」（以下「改修標準仕
様書」という）による。

　(1)図面及び特記事項に記載されていない事項は、すべて
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準
仕様書（機械設備工事編）令和４年版」（以下「標準仕様
書」という）及び「公共建築設備工事標準図（機械設備工
事編）令和４年版」による。
ただし、改修工事に関しては「公共建築改修工事標準仕様
書（機械設備工事編）令和４年版」（以下「改修標準仕様
書」という）による。

最新の改訂年月日に修正。

１．一般共通事項
３．環境への配慮

本工事において、国等による環境物品等の調達の推進等に
関する法律（平成１２年法律第１００号）に基づく、「環
境物品等の調達の推進に関する基本方針（平成３１年２月
８日変更閣議決定）」に定める特定調達品目の分野「公共
工事」の品目を調達する場合は、判断の基準を満たすもの
とする。

本工事において、国等による環境物品等の調達の推進等に
関する法律（平成１２年法律第１００号）に基づく、「環
境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和５年２月２
５日変更閣議決定）」に定める特定調達品目の分野「公共
工事」の品目を調達する場合は、判断の基準を満たすもの
とする。

閣議決定日の変更。

１．一般共通
４．官公署その他への
　　届出手続等

液化石油ガス設備工事を施工する際は着手前にガス供給事
業者に着手前説明を行い、完了時に完成図を提出するこ
と。

標準仕様書によるほか、液化石油ガス設備工事を施工する
際は着手前にガス供給事業者に着手前説明を行い、完了時
に完成図を提出すること。

語句追加。



１．一般共通
８．発生材の処理

建築及び電気工事の特記仕様書に合わせ語句修正。

１．一般共通事項
９．交通安全管理

（注）交通誘導員Ａ、Ｂは警備業法に定める警備員とし、
交通整理員については資格を問わない。
取り扱いは平成１９年４月２６日付技第２６号による

（注）交通誘導員Ａ、Ｂは警備業法に定める警備員とし、
交通整理員については資格を問わない。
取扱いは「建築工事における交通誘導員等の取扱い基準」
（営繕課HP掲載）による

取り扱い内容について営繕課ホームページに掲載とする内
容に修正。



1.一般共通
１８.総合試運転調整

根拠法令の追記及び項目の削除

1.一般共通
1７.保温

語句修正。

1.一般共通
1８.塗装

１）⑦アルミニウム、ステンレス、鋼、溶融アルミニウ
ム、亜鉛鉄板、合成樹脂製等、特に塗装の必要を認められ
ない面

１）⑦アルミニウム、ステンレス、鋼、溶融アルミニウ
ムー亜鉛鉄板、合成樹脂製等、特に塗装の必要を認められ
ない面

語句修正。



1.一般共通
1９.耐震措置

対象機器の整理、あと施工アンカーの引き抜き試験の試験
本数等について見直しを行った。

1.一般共通
２０.耐震施工

語句修正。

1.一般共通
２１.他工事との取り合
い

業界要望により、追記



1.一般共通
２４.支持金物、固定金
物

語句修正及びJISの改正に合わせて

１．一般共通事項
２８．足場

本工事で設置する。
・ 内部足場（　　　　　種）
・ 外部足場（　　　　　種）

「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労働省平
成２１年４月策定）」による。
・ 本工事で設置する
外部足場
・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種　・ Ｄ種　・ Ｅ種　・ Ｆ種
・ Ｇ種
内部足場
・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種　・ Ｄ種　・ Ｅ種　・ Ｆ種

・ 建築工事設置の足場を利用

建築の表記と統一。

１．一般共通事項
２９．土工事 ２）建設発生土の処理　現場説明書による

２）建設発生土の処理
　　・ 構内指定場所に敷ならし
　　・ 構内指定場所に堆積
　　・ 現場説明書による

建築の表記と統一。

１．一般共通事項
３７．事前調査

分析調査（定性分析）を行い、結果を報告する。
・試料採取箇所（　　　　　　　）　試料数（　　　）
・図示による

建築の表記と統一。

１．一般共通事項
３８．施工計画調査

分析調査
・　塗膜塗料に含まれる有害物質
　　現場にてサンプルを採取し、分析を行う。
　　　有害物質の種類　・ＰＣＢ　・鉛　・クロム
　　　採取場所（　　　　　　　　　　　）
    　　採取箇所数　（　　　　　）

塗膜塗料にＰＣＢ等が含まれている可能性があるため、採
取場所と採取箇所数の記載を追加。

２．衛生器具設備
３．小便器

・ 壁掛型（低リップ）　・ 床置型
・据付方式
　・ 壁掛型（低リップ）　・ 床置型

他の項目に合わせて表記を修正。

１）一般配管用
 ・ 給水用高密度ポリエチレン管（PWA　005）

１）一般配管用
 ・ 給水用高密度ポリエチレン管

３）土間配管用
 ・ 給水用高密度ポリエチレン管（PWA　005）

３）土間配管用
 ・ 給水用高密度ポリエチレン管

3.給水設備
2.配管材料

業者指定となるため、削除



４）屋外埋設用
 ・ 給水用高密度ポリエチレン管（PWA　005）

４）屋外埋設用
 ・ 給水用高密度ポリエチレン管

3.給水設備
3.管の接合等

７）給水用高密度ポリエチレン管を使用する場合の配管支
持間隔は標準仕様書及びメーカー施工標準のうち小さい方
を適用する。

７）給水用高密度ポリエチレン管を使用する場合の配管支
持間隔は標準仕様書及びメーカー施工標準のうち短い方を
適用する。

語句修正。

4.排水設備
1.配管材料

・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管（ＲＦ－ＶＰ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　 （ ＪＩＳ Ｋ ９７９８） 項目の追加

7.給湯設備
4.弁の耐圧

耐圧は５ｋとする。ただし、水道直結部分及び図示により
示す部分は１０ｋとする。

・図記なき弁の耐圧は５kとする。 他の項目に合わせて表記を修正。

6.消火設備 １．消火方法 １．消火機器 標準仕様書に合わせ、語句修正
8.浄化槽設備 ２．人槽算定式 項目の追加

9.空調設備・換気設備
2.管の接合等

７）給水用高密度ポリエチレン管、空調配管用高性能ポリ
エチレン管を使用する場合の配管支持間隔は標準仕様書及
びメーカー施工標準のうち小さい方を適用する。

７）給水用高密度ポリエチレン管を使用する場合の配管支
持間隔は標準仕様書及びメーカー施工標準のうち短い方を
適用する。

語句修正。

施工要領図
室外機の転倒防止措置要
領②

室外機の転倒防止措置要領①に合わせ語句追加



施工要領図
室外機の転倒防止措置要
領③

室外機の転倒防止措置要領①に合わせ語句追加


